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■ 臨時的任用職員の募集について ■ 
 

平成 25年 10月 1日から勤務していただく臨時的任用職員を募集します。 

【任用期間】 平成 25年 10月 1日～平成 26年 3月 31日 

【賃  金】 日額 6,510円 

【勤務時間】 週 38時間 45分（午前 8時 30分～午後 5時 15分） 

【提出していただく書類】 履歴書（市販のＡ4版のもので写真を必ず貼付） 

【提出締切】 平成 25年 9月 6日（金） 

【提 出 先】 〒683-0351 南部町法勝寺 377番地 1  

南部町役場 総務課 （郵送の場合は必着） 

【選考方法】 面接による選考 9月中旬に実施予定（※応募者の方に別途お知らせします。） 

【勤務課・業務内容・応募資格】 

勤務課 業務内容 応募資格 

税務課 税務事務補助及び滞納整理

業務の事務補助 

・パソコンを使用して、簡単な文書等の作成ができ

ること 

・普通運転免許 

※通勤手当は片道 2㎞以上の方には支給します。（ただし、上限 6,500円） 

健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

【問い合わせ先】 総務課 担当：石賀 TEL ６６－３１１２ 

  

■ 町営円山墓地使用者を募集します ■ 
  

・町営円山墓地 1区画の使用者を募集します。 

  

 

名称 区分 区画数 面積 使用料 管理料／年 

南部町営円山墓地 A区画 1か所 12.87㎡ 400,000円 3,000円 

 

【 所 在 地 】 南部町円山 

【使用者の資格】 南部町に住所を有する世帯主 

【申込受付期間】 平成 25年 8月 21日(水)～9月 3日(火) 

【 申 込 先 】 南部町役場 町民生活課 (天萬庁舎又は法勝寺庁舎) 

【 必 要 書 類 等 】 印鑑、申込書、住民票抄本(世帯主、本籍地記載のもの) 

      ※申込書につきましては町民生活課(法勝寺庁舎・天萬庁舎)にあります。 

 

【問い合わせ先】 町民生活課 環境衛生室 (天萬庁舎)  TEL ６４－３７８１ 

      ※応募多数の場合には、抽選となりますのでご了承ください。 

 

■ 債務・ヤミ金融等相談会【9 月開催分】 ■ 

 ・弁護士や司法書士等の法律専門家による、無料の面接相談です。 
  

  ※相談会前でも、各相談機関で相談に応じています。 
    

  

・希望者は、臨床心理士による心理カウンセリングも、無料で受けられます。   

  (いずれも事前予約制) 
      

         
【日時】平成 25年 9月 19日（木)<時間：午後 1時半～4時> 

        
 

【場所】米子コンベンションセンター5階第 5会議室（米子市末広町 294）     

 ・事前予約のお申し込みは、下記相談機関にお願い致します。 
   

【主催】 多重債務・ヤミ金融問題対策協議会 

 

【申込み先・問い合わせ先】 
      

    ・西部消費生活相談室          (TEL) ０８５９－３４－２６４８ 
  

    ・町民生活課(天萬庁舎)              (TEL) ６４－３７８１ 
  

<受付時間>8:30～17:00 <休業日>土日祝祭日（西部消費生活相談室は土日受付可) 
    

         

  
 

  
 

■ 竹林整備事業のお知らせ ■ 

 竹林の拡大を防止するための竹林整備事業を、平成 25年度に実施される方を募集します。 

 希望される方は、下記の要件等をご確認いただき、平成 25年 9月 10日（火）までにお申し出 

ください。 

  

【対象となる要件】 

  次の要件をすべて満たす竹林が対象となります。 

   ・所有者による適正な管理がなされず、放置されている竹林 

    （地目が山林以外の場合は、対象とならない場合があります。） 

   ・整備しようとする竹林の面積が、0.1ヘクタール以上のもの 

    （測量による面積の確定が必要となります。） 

   ・竹林整備事業の実施及び管理に関する協定を締結する竹林 

    （協定により、事業実施後、５年間竹林の良好な管理が必要となります。） 

【事業が実施できる方】 

  森林所有者、森林組合又は竹林整備事業の実施及び管理に関する協定を締結された方 

【補 助 率】 事業に要する費用の 80％ 

【問い合わせ先】 産業課 担当：本田 TEL ６４－３７８３ 

 

 



 

■ 公営住宅入居者の募集について ■            

 

団地名 募集戸数 建築年度 構  造 部屋数 家賃月額 

戸構団地 5号 １ Ｓ54 木造 2階建 3DK 9,100円～13,600円 

戸構団地 10 号 １ Ｓ54 木造 2階建 3DK 9,100円～13,600円 

越敷野団地 3号 １ Ｈ11 木造 2階建 3LDK 20,000円 

 

【入居者の資格】 

（戸構団地 5号、10号） 

＊ 現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。 

＊ 世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が 15万 8千円以下） 

＊ 現に住宅に困窮していることが明らかな人｡ 

（越敷野団地 3号） 

＊ 小学校に通学させる児童、又は次の年度において小学校に就学させる児童が同居人であるこ

と。（会見第 2小学校区になります。） 

（共通事項） 

＊ 市町村税を滞納していないこと。 

＊ 連帯保証人が必要です。（戸構団地は町内在住者 2名） 

 

【申込受付期間・場所】 

  平成 25年 8月 21日（水）～平成 25年 9月 4日（水）の間 

  南部町法勝寺 377-1 建設課（法勝寺庁舎） 

 

【申込に必要な書類】 

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、納税証明書、住宅困窮証明書（越敷野団地には必要

ありません。） 

（住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。） 

 

【入居選考方法】 

  書類を審査し、入居決定者に通知します。 

申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡しますが、一定の要件（母子家庭、高齢者等）

を満たす方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります｡ 

 

【入居可能予定日】        【申込先】建設課（法勝寺庁舎） 担当：畑岡 

平成 25年 9月 30日           TEL ６６－３１１５ 

                     FAX ６６－４４２６ 

      

 

 

  

 

 

   

 

■ 肺炎球菌ワクチン接種費用の助成について ■ 

75歳以上の方を対象に「肺炎球菌ワクチン」の接種費用を助成します。 

ご希望されます方は、以下の事項にご理解いただき健康福祉課（すこやか）へ申請されますようお願い

いたします。 

 

肺炎球菌ワクチンとは 

（１） 肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌を原因として起きる肺炎を予防するもので、全ての肺炎の予防に

効果があるわけではありません。 

（２） 肺炎球菌ワクチンの接種は、5年以上間隔をあける事が必要です。 

（３） 1回の接種での効果は、おおむね 5年間程度です。 

（４） この予防接種は、予防接種法に基づくものではなく任意の予防接種です。 

 

【 対 象 者 】 75歳以上（昭和 14年 4月 1日以前の生まれ）で、接種を希望される方          

【 自己負担額 】 2,000円 

【 実 施 期 間 】 平成 25年 8月 1日～平成 26年 1月 31日 

【接種医療機関】 潮医院、西伯病院、法勝寺内科クリニック、森医院 

【申 請 方 法】 事前に健康福祉課で申請手続きをしてください。受診券をお渡しします。 

【必要なもの】 印鑑 

【申請・問い合わせ先】 健康福祉課（すこやか）担当：山尾・石賀（TEL ６６－５５２４） 

※肺炎球菌ワクチンの接種を希望される方は、必ず上記接種医療機関に予約をお願いします。 

 

 

 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 
 

認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。 

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。 

 

毎月「認知症の人と家族の会」より相談員が来られ、認知症について勉強をしたり 

介護についての相談・アドバイスを受けることができます。 

 

＊参加申し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。 

 

【日     時】9月 20日（毎月第 3金曜日）午前 10時～12時 

【場     所】健康管理センターすこやか 

【参 加 費】100円（茶菓代） 

【問い合わせ先】南部地域包括支援センター（健康福祉課）TEL ６６－５５２４ 

 

  


